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は
じ
め
に
⑴

近
年
、
わ
が
国
企
業
は
ア
ジ
ア
諸
国
や

新
興
国
で
の
経
済
活
動
を
活
発
化
さ
せ
て

お
り
、
移
転
価
格
税
制
の
調
査
対
象
に
つ

い
て
も
、
先
進
国
所
在
の
国
外
関
連
者
と

の
取
引
か
ら
ア
ジ
ア
諸
国
や
新
興
国
所
在

の
国
外
関
連
者
と
の
取
引
に
移
行
し
て
い

る
。
移
転
価
格
課
税
に
係
る
更
正
処
分
が

さ
れ
た
場
合
、
納
税
者
は
、
①
不
服
申
立

て
お
よ
び
訴
訟
提
起（
争
訟
）ま
た
は
、
②

（
わ
が
国
と
国
外
関
連
者
の
所
在
地
国
と

が
租
税
条
約
を
締
結
し
て
い
る
場
合
、）相

互
協
議
の
申
立
て
の
手
続
を
採
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
新
興
国
等
に

は
租
税
条
約
未
締
約
国
も
含
ま
れ
て
お

り
、
ま
た
租
税
条
約
締
約
国
で
あ
っ
た
と

し
て
も
相
互
協
議
が
十
分
に
機
能
し
な
い

国
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
、
争
訟
手
続

第2章
裁
判
例
・
裁
決
事
例
の
分
析
と
検
討

争
訟
事
案
か
ら
探
る
移
転
価

格
税
制
の
実
務
上
の
留
意
点

西
村
あ
さ
ひ
法
律
事
務
所

弁
護
士
・
公
認
会
計
士

北
村
　
導
人

が
紛
争
解
決
手
段
と
し
て
重
要
性
を
増
す

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
は
、
企
業
が
移
転
価
格
税
制
に
関

す
る
争
訟
を
行
う
か
否
か
を
判
断
す
る
際

に
調
査
・
検
討
す
べ
き
、
移
転
価
格
税
制

に
関
す
る
過
去
の
主
要
な
裁
判
例
お
よ
び

裁
決（
次
頁
図
表
１「
移
転
価
格
争
訟
事
案

一
覧
」（
以
下
、「
一
覧
」と
い
う
）参
照
）に

つ
い
て
、
そ
の
事
案
、
争
点
お
よ
び
裁
判

所
ま
た
は
国
税
不
服
審
判
所
の
判
断
に
つ

き
、
独
立
企
業
間
価
格
の
算
定
方
法
ご
と

（
基
本
三
法
、
基
本
三
法
に
準
ず
る
方
法
、

利
益
分
割
法
、
推
定
課
税
）に
分
け
て
検

討
を
行
い
、
加
え
て
か
か
る
争
訟
事
案
か

ら
示
唆
さ
れ
る
移
転
価
格
課
税
対
応
に
関

す
る
留
意
事
項
に
つ
い
て
述
べ
る
⑵
。

⑴　

略
語
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
特
に
断
り
の
な
い
限

り
、第
１
章
で
定
義
し
た
略
語
を
用
い
る
。ま
た
、判
決

引
用
文
中
の
傍
点
お
よ
び
注
は
す
べ
て
筆
者
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。

⑵　

移
転
価
格
税
制
に
関
す
る
裁
判
例
等
に
つ
い
て
詳

細
な
検
討
を
し
た
も
の
と
し
て
、
中
里
実
＝
太
田
洋
＝

弘
中
聡
浩
＝
宮
塚
久
編
著『
移
転
価
格
税
制
の
フ
ロ
ン

テ
ィ
ア
』（
有
斐
閣
、
２
０
１
１
年
）、
拙
著〔
北
村
導
人
〕

「
移
転
価
格
課
税
に
関
す
る
裁
判
例
の
分
析
と
実
務
上

の
留
意
点（
上
）」『
税
務
事
例
』40
巻
11
号
34
頁
、
同 

（
中
）『
税
務
事
例
』40
巻
12
号
31
頁
、
同（
下
）『
税
務
事

例
』41
巻
1
号
40
頁
等
が
あ
る
。

基
本
三
法
が
争
わ
れ

た
裁
判
例

⑴　
今
治
造
船
事
件
高
松
高
裁
判

決
⑶（
一
覧
①
）

本
事
件
は
、
船
舶
の
製
造
等
を
業
と
す

る
納
税
者
が
パ
ナ
マ
に
あ
る
子
会
社
と
の

間
で
行
っ
た
船
舶
建
造
請
負
取
引（
以
下
、

「
本
件
請
負
取
引
」と
い
う
）に
対
し
て
、

Ｃ
Ｕ
Ｐ
法
に
基
づ
く
移
転
価
格
課
税
更
正

処
分
が
な
さ
れ
た
た
め
、
納
税
者
が
そ
の

取
消
し
を
求
め
た
事
案
で
あ
る（
図
表
２

（
18
頁
））。
高
松
高
裁
は
納
税
者
敗
訴
の

判
決
を
下
し
た
が
、
移
転
価
格
課
税
取
消

訴
訟
に
係
る
最
初
の
裁
判
例
と
し
て
注
目

さ
れ
た
。

本
事
件
に
お
け
る
主
な
争
点
は
、
①
本

件
請
負
取
引
に
対
す
る
Ｃ
Ｕ
Ｐ
法
の
適
用

の
可
否
、
②
比
較
対
象
取
引
と
の
差
異
調

整
の
範
囲
お
よ
び
③
独
立
企
業
間
価
格
の

「
幅
」が
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
点
で
あ

る
。争

点
①
に
つ
い
て
、
納
税
者
は
、
本
件

請
負
取
引
は
、
そ
の
個
別
性
が
強
く
、
比

較
対
象
取
引
は
存
在
し
な
い
た
め
、
Ｃ
Ｕ

Ｐ
法
は
適
用
で
き
な
い
と
主
張
し
た
が
、

高
松
高
裁
は
、「
国
際
的
な
船
舶
建
造
請
負

取
引
に
は
取
引
相
場
が
存
在
し
て
お
り
、

一
定
の
価
格
水
準
な
る
も
の
を
観
念
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
各

取
引
に
係
る
船
価
を
他
の
取
引
と
比
較
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
独
立
企
業
間
価
格
を
算

定
す
る
こ
と
が
、
一
般
的
に
不
合
理
と
い

う
こ
と
は
で
き
な
い
」と
し
た
。
そ
し
て
、

Ｃ
Ｕ
Ｐ
法
の
要
件
で
あ
る「
同
種
の
棚
卸

資
産
」の
取
引
と
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、

（
本
事
件
で
は
、
国
際
的
な
船
価
相
場
の

区
分
に
従
い
）「
資
産
の
性
状
・
構
造
・
機

能
等
の
面
で
、
物
理
的
・
化
学
的
な
相
当

程
度
の
類
似
性
が
必
要
」で
あ
る
と
こ
ろ
、

そ
の
判
断
に
お
い
て
、
納
税
者
が
主
張
す

る
販
管
費
や
総
原
価
の
多
寡
等
を
考
慮
す

る
こ
と
は
予
定
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
、

そ
の
主
張
を
排
斥
し
、
Ｃ
Ｕ
Ｐ
法
の
適
用

を
認
め
た
。

ま
た
、
争
点
②
に
つ
い
て
、
納
税
者
は
、


